
 

    

   セカンドオピニオン 
 
 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2024 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア     （お問い合わせ）サステナブルファイナンス営業部  TEL 03-6273-7408 
セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間団体等が策定する当該資金調達

に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見であり、事実の表明ではありません。また、R&I は、適合以外の事柄につき意見を表明するものではなく、資金調

達の目的となる成果の証明、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、セカンドオピニオンに際し関連情報の正確性等につき独自の

検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&I は、セカンドオピニオンに関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。セカンドオピニオンは、

原則として発行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につき本稿末尾をご覧下さい。 
 

 1/14 

国⽴⼤学法⼈北海道⼤学 2024 年 9 ⽉ 26 ⽇ 

 

サステナビリティ/ブルーボンド・フレームワーク サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト︓新井 真美 

 

格付投資情報センター（R&I）は、北海道大学のサステナビリティ/ブルーボンド・フレームワーク（2024 年 9 月策

定）が以下の原則・ガイドラインに適合していることを確認した。調達資金の使途の一部に関して、「持続可能なブ

ルーエコノミーの資金調達に向けた債券―実務者ガイド(SBE ガイド)」に記載されるブループロジェクトに該当するこ

とを確認した。 

 

■資金使途（ソーシャル/サステナビリティ/ブルー） 

対象プロジェクト 

先端的な教育研究環境の整備 

ソーシャル事業区分 対象となる人々 グリーン事業区分 

必要不可欠なサービスへの

アクセス（教育） 

北海道大学の構成員に加え、 

北海道大学が行う教育研究に

よって創造される「持続可能な

Well-being 社会」を享受する

人々 

再生可能エネルギー 

エネルギー効率 

グリーンビルディング 

グリーン事業区分 ブループロジェクト 

生物自然資源及び 

土地利用に係る 

環境持続型管理 

持続可能な海洋 

バリューチェーン 

  

グリーンボンド原則（2021、ICMA） グリーンボンドガイドライン（2022、環境省） 

ソーシャルボンド原則（2023、ICMA） ソーシャルボンドガイドライン（2021、金融庁） 

サステナビリティボンド・ガイドライン（2021、ICMA） SBE ガイド（ICMA 等） 
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１．資金調達者の概要 

 1876 年開校の札幌農学校に起源を持ち、基本理念として「フロンティア精神」「国際性の涵養」「全人教育」

「実学の重視」の 4 つを掲げる。国立大学では最多の 12 学部を有する基幹総合大学として広範な学問領域

を展開している。中でも、広大で豊かな自然を基盤とした農業・林業・水産業などに関するフィールド研究に

強みを持つ。 

■北海道大学の基本理念と長期目標 

 
[出所：北海道大学概要 2024 年度版] 

 約 1 万 8000 人の学生数を有し、札幌市と函館市の 2 カ所に主なキャンパスを構える。札幌キャンパス

は JR 札幌駅近くで多くの学部を設置し、函館キャンパスは水産科学院、水産科学研究院、水産学部など

が設置されている。北海道は多様な自然環境に恵まれ、全国一の農業・漁業産出額を有する半面、首都圏

から遠隔地に位置し人口減少や地域経済の縮小が進んでおり、持続的な経済成長や地方創生などの課題

解決に向けて取り組んでいる。北海道大学は、教育・研究力の高さを生かしながら官公庁や道内の他大学、

民間企業等と連携し、地域社会の創生に貢献している。国際的に卓越した研究大学と地域中核大学という

特色を併せ持つ大学の実現を目指している。 

 全学的なサステナビリティの取り組みを推進するプラットフォームとして、サステイナビリティ推進機構を設置し

ている。SDGs の達成に資する教育・研究・社会連携等の推進や、サステイナブルキャンパスの構築に取り組

むほか、2024 年 6 月からはカーボンニュートラル推進部門を新設し、脱炭素化に向けた施策の立案・展開

を強化している。 

 2024 年 8 月には北海道大学サステイナビリティ宣言を策定した。学生や教員、経営層も含めたすべての構

成員に対し、サステイナビリティ等を共通言語とした学内エンゲージメント（一体感）の醸成を図り、世界の課

題解決に一層貢献できる大学を目指すこと、またそれを通じ、コミュニティの中核となって学外エンゲージメン

ト（共感）を醸成することにより、その社会的インパクトを一層高める大学になることを決意として表明している。 
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２. 調達資金の使途 

調達資金は、先端的な教育研究環境の整備として、以下の適格クライテリアを満たすプロジェクトの新規支出に

充当する。適格プロジェクトは明確な社会的効果・環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切である。 

(1) ソーシャルプロジェクトの社会的効果 

適格クライテリア：以下 2 つの要件を満たすプロジェクト 

 国立大学法人法施行令第八条第四号（国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究

の用に供するために行う土地の取得等）に該当する事業 

 「HU VISION 2030」で示された卓越した教育・研究 “Excellence”と 社会展開 “Extension”のシナジー

により大学の成長を加速し、sustainable な Well-being 社会の実現を目指す事業のうち、本学が特定す

る社会課題の解決に貢献する事業 

事業区分：必要不可欠なサービス（教育） 

対象となる人々：北海道大学の構成員に加え、北海道大学が行う教育研究によって創造される「持続可能な

Well-being 社会」を享受する人々       

新たな共創拠点の整備 

・ 国立大学は全国に配置された公共財として、世界最高水準の教育研究や重要な学問分野の承継、全国

的な高等教育の機会均等の確保などの役割を担い、社会の発展に貢献してきた。文部科学省が 2019 年

に公表した国立大学改革方針では、これからの国立大学に求められる機能として「知識集約型社会におい

て知をリードし、イノベーションを創出する知と人材の集積拠点としての役割」「地域の教育研究拠点として、

各地域のポテンシャルを引き出し、地方創生に貢献する役割」が謳われている。国立大学はその知的資源

を最大限に活用し、新たな価値を創出することで国家の成長力・競争力の源泉となることが求められている。 

・ 2021 年に閣議決定した「第 6 期科学技術・イノベーション基本計画」においても、大学は研究人材や研究

施設・設備をはじめとする多くの有形・無形の知的資産を有する学術の中心として、Society5.0 時代を牽引

する立場に位置付けられている。特に国立大学は、最先端研究の推進やイノベーションの源泉の創出、人

材育成など様々な観点で重要な役割を担うものとされている。そうした背景から、国立大学法人の施設に

ついてはキャンパス全体が有機的に連携し、分野を超えて多様なプレーヤーが共創できる拠点「イノベーシ

ョン・コモンズ」の実現を目指すことが掲げられている1。 

・ 北海道大学では 2014 年に「北海道大学近未来戦略 150」を定め、具体的な改革を進めてきた。国の戦

略において科学技術・イノベーションが重要な成長エンジンとして位置付けられる中、2023 年には中期的ビ

ジョン「HU VISION2030」を策定し、大学と社会との協働によるイノベーション創出に向けた指針を打ち出した。

目指すべき大学像として、世界の課題解決から大きな社会的インパクトを生み出す新しい日本型の大学モ

デル「Novel Japan University Model」を掲げる。科学技術における教育・研究の卓越性“Excellence”と、教

育・研究を社会に広げ地域課題を解決する社会展開力“Extension” の 2 つの好循環により、「持続可能な

Well-being 社会」の実現に貢献することを目指す。このビジョンに基づく取り組みは、研究成果の社会実装

による新たな価値創出を通じて産業構造の変革を促進し、ひいては国家の成長力・競争力の強化と社会

課題の解決の両立を図るものであり、これを総括したものが持続可能な Well-being 社会の実現として位置

付けられていると R&I は考える。 

                                                      
1 令和 5 年 10 月 24 日文部科学省公表 「我が国の未来の成長を見据えた『イノベーション・コモンズ（共創拠点）』の更なる展開

に向けて」 
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■HU VISION 2030 

 
[出所：北海道大学ウェブサイト] 

・ 北海道大学は、HU VISION 2030 に基づく 「Excellence and Extension 事業」の一環として共創拠点を新た

に整備し、様々なステークホルダーとの連携・協働を促進する。大学としてこれまでに培ってきた強みを最

大限に発揮できる環境を構築することで、多様化する社会課題の解決に向けた教育・研究を推進するとと

もに、その成果の社会還元を加速させる。Society5.0 の実現に向け、知と人材の集積拠点および地域の教

育研究拠点として重要な役割を果たすと R&I は評価している。 

・ 共創拠点は、札幌キャンパスの中心部に整備する。学内外のステークホルダーを幅広く呼び込む交流スペ

ースを設置し、ネットワークの構築を通じたイノベーションの創出や新たな研究領域への展開を図る。ラボス

ペースも充実させ、アンダーワンルーフ型の研究環境の下、異分野融合を促すことで最先端研究の発展に

つなげる。 

・ こうした設備面の機能をより効果的に生か

すため、運用体制も整える。研究支援や学

外機関等との協働を推進する URA

（University Research Administrator）といっ

た高度専門人材を集結させ、研究の高度

化を支援する。産学協働推進機能なども共

創拠点に置くことで、共同研究を促進すると

ともに成果の社会実装を具現化していく。ハ

ード・ソフト両面の機能を高めた拠点をメイン

キャンパスの中心部に置くことにより、キャン

パス内の各部局との連携に加え、函館キャ

ンパスとの連携も従来以上に円滑化させ、

研究の質の向上を図る。共創を基盤とした

教育・研究を通じ、専門性や幅広い知識・

スキルを持つ人材の育成・輩出につなげ

る。  
[出所：北海道大学サステナビリティ/ブルーボンド・フレームワーク] 
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・ 新たな共創拠点の整備により、以下のような最先端研究を推進する。 

①地球環境を再生（リジェネラティブ）する新たな持続的食料生産システムの構築と展開 

地球環境に配慮した農業・水産システムの開発を推進。開発した各技術を融合させることにより、持続可能

な食料生産システムの構築を目指す。地域の特性に応じたシステムの構築を展望しており、北海道内での

実装を経て、国内外の複数地域へ広く展開していく。 

②社会の持続的発展に向けた「グリーン半導体」の創成 

デジタル化の進展に伴う消費電力の増大に対応すべく、高性能化と低消費電力化を両立する「グリーン半

導体」の開発に取り組む。分野横断型の研究ユニットの設置に加え、産学連携による共同研究を活性化さ

せることで、実装を見据えた技術開発と半導体産業の担い手となる人材の育成を進める。 

③「宇宙」でつなぐ異分野連携によるイノベーションの創出と社会課題の解決 

フィールドサイエンスの研究者や工学系の研究者が多数在籍している北海道大学の強みを生かし、宇宙ミ

ッションセンターを中心とした異分野融合研究を推進する。共創拠点で構築されるネットワークを通じて新た

なニーズを発掘し、探査・観測データの活用領域を拡充することで課題解決を目指していく。 

④魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築（函館マリカルチャープロジェクト） 

豊かな海洋を持ち、水産科学研究院をはじめとする学術研究機関が数多く立地し、水産加工など水産・海

洋関連産業が集積する函館の地の利を生かすことで、キングサーモンとマコンブの完全養殖技術の確立を

目指すとともに、魚類養殖による CO2 排出を海藻養殖で吸収する「地域カーボンニュートラル」の達成に向

けた研究を進める。産学官連携による活動を通じ、地域水産業の担い手の育成にも注力する。函館での取

り組みは、札幌の共創拠点と連携することで分野を超えた協働につなげ、研究成果の高度化や各種政策へ

の反映を図る。詳細は、P.7 のブループロジェクトにて後述。 

・ R&I はロジックモデルを用いて共創拠点の整備による社会的効果が発現する経路を確認した。学内外を問

わず幅広いステークホルダーとの連携・協働を促すことで最先端研究を加速させる。研究成果の社会実装

や、広く社会で活躍できる人材の輩出を通じて多様化する社会課題の解決に資する取り組みであると評価し

た。上記の個別の研究に関しては、それぞれが具体的な社会課題解決に結びつくとともに、ICMA のソーシャ

ルボンド原則およびグリーンボンド原則の事業区分に該当するものと考えられる（P.11 表参照）。 
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＜貢献する SDGs＞ 

       

(2) グリーンプロジェクトの環境改善効果 

適格クライテリア：以下 2 つの要件を満たすプロジェクト 

 国立大学法人法施行令第八条第四号（国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究

の用に供するために行う土地の取得等）に該当する事業 

 「HU VISION 2030」で示された卓越した教育・研究  “Excellence”と 社会展開 “Extension”のシナジー

により大学の成長を加速し、sustainable な Well-being 社会の実現を目指す事業のうち、本学が特定す

る社会課題の解決に貢献する事業であり、以下の①から③を取得済または取得予定の事業（付随する

設備を含む） 

① キャンパス内で再生可能エネルギー（太陽光、太陽熱、地熱、風力等のいずれか）を活用するため

の施設、設備の導入 

② ZEB 基準相当または省エネ性能表示制度に基づく評価（※）を取得する建物の建設・取得 

（※）ZEB 認証における ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented のいずれか 

③ 以下の環境認証のいずれかを取得済もしくは取得予定の建物の建設・取得 

CASBEE 評価認証：S ランクまたは A ランク 

LEED 認証：Platinum、Gold または Silver 

DBJ Green Building 認証：5 つ星、4 つ星または 3 つ星 

キャンパス内で再生可能エネルギーを活用するための施設、設備の導入 

事業区分：再生可能エネルギー 

・ 世界的な潮流であるカーボンニュートラルの実現に向け、再エネの主力電源化は不可欠な取り組みとなっ

ている。太陽光パネルの設置をはじめ、札幌・函館の両キャンパスにおいて全学的に再エネ設備の導入を

進める。 

・ 北海道大学では、脱炭素化に資する教育・研究の展開にとどまらず、大学という経営体としてのカーボンニ

ュートラルに向けた取り組みも重視している。2022 年には国内の大学で初めて CDP 気候変動スコア2 を獲

得しており、積極的な情報開示を進めながらカーボンニュートラルに向けた取り組みを一層強化していく。今

後は GHG 排出削減目標の設定も予定している。その目標達成に向けて策定されるロードマップには再エネ

設備の導入計画も盛り込まれる。再エネの活用推進によって GHG 排出を抑制し、サステイナブルキャンパ

スの構築を通じてカーボンニュートラルの実現に貢献する。 

・ キャンパスにおける脱炭素化の取り組みを広く社会に展開することも見据える。北海道電力・北海道科学

                                                      
2 CDP は 2000 年に英国で設立された国際環境 NGO。投資家や企業などが自らの環境影響を管理するためのグローバルな情

報開示システムを運営する。気候変動のほか、水セキュリティやフォレスト分野の調査プログラムを展開しており、企業等の取り組み

状況に応じて A から D-のスコアで評価し、その結果を開示している。北海道大学は、2022 年・2023 年ともに「B」スコアを獲得して

いる。 
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技術総合振興センターとの協働による実証事業では、北海道大学のキャンパスをフィールドとして電力や熱

を効率的に利用できる仕組みづくりを目指している。その一環として、太陽光発電設備や蓄電池などの設置

拡充を想定しており、エネルギーの低炭素化と災害レジリエンスを両立させる。将来的には、キャンパスでの

実証によって確立した脱炭素化モデルを道内各地へ展開することを企図しており、地域全体のカーボンニ

ュートラルを牽引する取り組みとして大きな意義を持つ。 

環境に配慮した建物の建設・取得 

事業区分：エネルギー効率／グリーンビルディング 

・ 省エネ性能をはじめ、優れた環境性能を備えた建物を建設・取得することにより、建物運用時における環境

負荷の低減を目指す。適格クライテリアに定める基準や各種認証は国内外で広く認知されたものであり、

CO2 排出量の削減など環境改善効果が見込まれる。 

・ 北海道大学では、2023 年に竣工した北キャンパス総合研究棟 8 号館で ZEB Ready 相当の認証（BELS

評価）を取得するなど、施設整備において省エネ化を積極的に進めている。前述の新たな共創拠点につい

ても ZEB 認証の取得を予定している。 

＜貢献する SDGs＞ 

  

(3) ブループロジェクトの環境改善効果 

適格クライテリア：以下 3 つの要件を満たすプロジェクト 

 国立大学法人法施行令第八条第四号（国立大学又は大学共同利用機関における先端的な教育研究

の用に供するために行う土地の取得等）に該当する事業 

 「HU VISION 2030」で示された卓越した教育・研究 “Excellence”と 社会展開 “Extension”のシナジー

により大学の成長を加速し、sustainable な Well-being 社会の実現を目指す事業のうち、本学が特定す

る社会課題の解決に貢献する事業 

 持続可能な漁業及び増養殖業に関する実験や研究を行う施設や設備、機材の整備 

グリーン事業区分：生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理 

ブループロジェクトカテゴリー：持続可能な海洋バリューチェーン 

魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築（函館マリカルチャープロジェクト） 

・ 北海道大学は、キングサーモンとマコンブの完全養殖を合わせて行うことで養殖産業のカーボンニュートラ

ル達成を目指す「函館マリカルチャープロジェクト」を産学官連携で推進している。実践的な教育研究を通じ、

専門人材の育成と地域への定着、水産業の振興も企図しており、養殖を核とした持続可能な水産・海洋都

市の構築を目指す。 

・ 近年顕在化してきた気候変動による海洋環境の変化などを背景に、日本国内では主要魚種の変化が続い

ている。水産資源の漁獲が不安定な中、計画的かつ安定的に水産物を生産・供給できる養殖業は重要な

役割を担う。北海道大学の水産科学研究院等が位置する函館市においても、主力魚種であるイカや天然

コンブなどの記録的不漁が続いている。漁業経営の不安定化に加え、地域の第二次・第三次産業への影
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響も懸念される。天然資源に依拠した漁業だけでなく、付加価値の高い養殖業を発展させることで新たな

地域水産業を創出していく必要がある。 

・ 函館マリカルチャープロジェクトでは、キングサーモンとマコンブの完全養殖技術の確立を掲げる。キングサ

ーモンについては、函館地域で漁獲される天然キングサーモンの種苗を用いた完全養殖を目指している。

他の地域では国内外から卵や種苗を取得して養殖する事例が多いが、本プロジェクトでは函館の域内で完

結させることで輸送プロセスにおける CO2 排出量を最小限にとどめられるよう研究開発を進める。コンブの

養殖は、他地域に先駆けて発展・定着してきた函館の主要産業の 1 つであるとともに、ブルーカーボンの吸

収源としての役割も期待されている。海水温の上昇等により天然コンブからの種苗採取が困難になることが

見込まれる中、完全養殖技術の早期開発・事業化を目指す。こうした地域完結型養殖の優位性を生かし、

魚類養殖で発生する CO2 を海藻養殖でオフセットする先駆的研究にも同時に取り組み、地域カーボンニュ

ートラルの実現も目標としている。 

・ 養殖に伴い想定されるリスクとしては、漁場の設置による生態系への影響や餌の食べ残し等に起因する水

質汚染などが挙げられる。本プロジェクトの実施にあたっては、ASC 3の基準に沿った養殖場の運営・管理を

徹底しており、海洋環境や生態系に及ぼす影響を適切に緩和している。また残餌や糞の排出リスクに対して

は、餌料の配合等を工夫した環境負荷低減効果のある餌料の開発も進めている。 

・ 本プロジェクトは、上記取り組みを通じて持続可能な養殖業の実現を目指すものであり、海洋環境への負荷

低減を図ることで水産資源の保全・回復や CO2 排出量の削減に貢献する。 

・ また函館市においては、水産業に携わる人材の確保も課題の１つとなっている。本プロジェクトでは、養殖現

場での実践的な教育研究を通じた人材育成にも注力し、そこで輩出する人材が地域水産業の成長発展を

促進するエコシステムの形成を目指している。地域経済の活性化に資する取り組みとしての意義も大きい。 

・ 函館で得られた研究成果の高度化にあたっては、前述の札幌キャンパスの共創拠点の活用を予定してい

る。他の研究分野との協働や学外ステークホルダーとの連携を通じ、第二次・第三次産業への展開や各種

政策への反映を企図する。 

 
[出所：北海道大学サステナビリティ/ブルーボンド・フレームワーク] 

                                                      
3 水産養殖管理協議会（Aquaculture Stewardship Council）。2010 年に設立された国際的な非営利団体。環境や地域社会への

影響に配慮した養殖場の事業者を認証する制度を運営する。 
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＜ブループロジェクトとしての確認＞ 

・ 国際金融公社（IFC） は 2022 年 1 月、グリーンボンド原則の枠組みを用いて、海洋と沿岸の保全強化と

汚染のない水資源の増加に向けた資金調達を促進するために「ブルーファイナンスのガイドライン」を策定し

た。これを踏まえ、国際資本市場協会（ICMA）、IFC、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）、国連

グローバル・コンパクト（UNGC）及びアジア開発銀行（ADB）は、「Bonds to Finance the Sustainable Blue 

Economy- A Practitioner’s Guide -」（SBE ガイド）を 2023 年 9 月に公表した。 

・ SBE ガイドでは、持続可能なブルーエコノミーのための投資の重要性を述べており、海洋関連プロジェクトを

対象とした資金調達の考え方を示している。R&I は、本プロジェクトが「SBE ガイド」に沿ったブループロジェクト

に該当することを確認した。 

選定の考え方 対象プロジェクトの内容 

1. プロジェクトがグリーンボンド原則の事業区分に合

致し、適用される法令を遵守した上で、SDGs の

6 または 14 に実体的に貢献するか？ 

・ 対象プロジェクトは、水産資源の保全・回復や

CO2 排出量の削減に資する持続可能な養殖業

に係る研究開発である。グリーンボンド原則の事

業区分に合致し、SDGｓ14 に貢献するといえる。 

2. プロジェクトに SDGs の 2、7、12、13、15 といっ

た他の環境面での優先事項の進捗に影響を及

ぼすリスクがないか？ 

・ 対象プロジェクトは、サステイナビリティ推進機構

や水産科学研究院に所属する教員等の専門的

知見も踏まえて選定する。選定にあたっては、プ

ロジェクトの効果だけでなく、付随するネガティブ

な影響への管理がなされていることを専門的な

見地から確認するプロセスを経る。 

・ 上記運用体制から、他の環境面での優先事項

の進捗に影響を及ぼすリスクはないと判断した。 

3. SBE ガイドライン Appendix1 の非適格な事例

に該当しないか、重要な環境・社会リスクがある

場合、プロジェクトの実施において IFC パフォー

マンススタンダードなどの環境・社会・ガバナンス

（ESG）のセーフガードや基準が適用されるか？ 

・ 現時点で想定される重大な環境・社会リスクは

確認されない。 

・ ASC の基準に沿った養殖プロジェクトの実施を徹

底しており、環境・社会面におけるネガティブな影

響を適切に管理している。 

・ 対象プロジェクトは持続可能な養殖業に関する研究活動であり、グリーンボンド原則で例示される事業区分

「生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理」に該当し、SBE ガイドに示されるブループロジェクト

カテゴリーでは「持続可能な海洋バリューチェーン」に当たる。SBE ガイドでは、グリーンボンド原則で掲げられ

ている環境目標への貢献度がブループロジェクトカテゴリーごとに示されている。「持続可能な海洋バリュー

チェーン」については、貢献度の高い環境目標として「汚染の防止及び管理」、次いで「天然資源の保全」と

「生物多様性の保全」とされている。 

・ 対象プロジェクトは明確な環境改善効果が見込まれる事業であり、ブループロジェクトに該当するものと R&I

は評価した。 

＜貢献する SDGs＞ 
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３. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

社会・環境面の目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関する

プロセスが示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選

定のプロセスは適切である。 

(1) 社会的な目標・環境面での目標 

 対象プロジェクトである先端的な教育研究環境の整備を通じ、国立大学に求められている社会変革の原動

力としての役割を果たすとともに、Well-being 社会の実現に貢献することを目標としている。 

 2020 年に文部科学省にて開催された「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」では、国立

大学法人は国全体の持続可能な発展を志向し、国内外の多様なステークホルダーと積極的に関わり合い、

その機能を拡張して新たな投資を呼び込むことで、社会変革の駆動力として成長し続ける戦略的な大学に

転換することが急務である旨が示された。同年に改正された国立大学法人法施行令では、大学債の発行

要件が緩和され、先端的な教育研究の用に供するための事業が充当対象として拡充されている。教育研

究の高度化、ひいては日本の教育研究と人材育成を先導する国立大学の形成のために必要なものとして、

大型研究施設や設備、大規模な実験等を行うための教育研究施設などの整備を促すものである。自律的

運営の下、各大学が自らの強みや特色を生かした先端的教育・研究を展開し、イノベーションを創出するこ

とで日本全体の成長を牽引することが求められている。 

 北海道大学が掲げる HU VISION 2030 において、社会変革の牽引力となる大学のイノベーションは、科学

技術における教育・研究の卓越性“Excellence”と、教育・研究を社会に広げて地域課題を解決する社会展

開力“Excellence”の 2 つの要素からなるものと位置付けている。優れた研究だけではイノベーションを生み

出すことはできず、ステークホルダーとの協働による社会実装が不可欠であり、この Excellence と Extension

の好循環を醸成することの重要性を訴求している。これを実現することで、世界の課題解決によって大きな

社会的インパクトを生み出す新しい日本型の大学モデル「Novel Japan University Model」を目指している。

北海道大学は、農業技術開発と人材育成を目的に設置された札幌農学校を起源とする独自の成り立ちや、

世界最大規模を誇る研究林をはじめとする広大な自然環境を基盤とし、フィールドサイエンスや環境科学

において特に強みを持つ。大学として発展する中で形成されたアイデンティティを生かしながら、SDGs の達

成に資する卓越した教育・研究・社会共創を展開すべく、先端的教育研究環境を構築する。この取り組み

は、北海道大学が基本理念として掲げる「フロンティア精神」「国際性の涵養」「全人教育」「実学の重視」の

実践にもつながるものと位置付けられる。 

(2) 規準 

 北海道大学は、総長を部会長とする大学債検討部会を設置し、対象プロジェクトを選定するための適格ク

ライテリアの検討を進めてきた。HU VISION 2030 に掲げる先端的教育・研究機能“Excellence”の向上およ

び研究成果の社会還元“Extension”という観点に基づき、イノベーションの創出によって国家の成長を牽引

し、社会的インパクトを実現できる事業を特定すべく、大学内で適切な議論が行われている。これに基づき

設定されたクライテリアは、HU VISION 2030 に基づく事業の中から具体的な候補プロジェクトを抽出して社

会的効果について検討される規準となっており、社会課題の解決に資するプロジェクトを特定できる適切な

運営となっていることを R&I は確認した。 

(3) プロジェクトの評価・選定のプロセス 

 資金使途となるプロジェクトは、経営協議会での審議を経て、役員会で決定するプロセスを定めている。 
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 対象プロジェクトを審議する経営協議会には、サステナビリティ分野の知見を有する学内理事および学外委

員に加え、様々な研究分野の教授等が委員として参画している。専門的な知見に基づき、プロジェクトを通

じて実施される教育・研究活動および社会連携の取り組みがもたらす社会的効果・環境改善効果を明確

化することで、適切にプロジェクトを評価・選定できる体制が整備されていることを確認した。 

・ R&I は北海道大学へのヒアリングを通じ、候補プロジェクトである新たな共創拠点の整備により推進する以下

のような最先端研究について、対応する社会課題および社会的な目標を確認した。下表のとおり、各研究

が ICMA のソーシャルボンド原則およびグリーンボンド原則に例示されている事業区分に該当するものと R&I

は考える。北海道大学は適格クライテリアに沿って候補プロジェクトを評価・選定しているといえる。 

■新たな共創拠点での研究を通じて対応する社会課題及び社会的な目標 

最先端研究 対応する社会課題 社会的な⽬標 ICMA 事業区分 

①地球環境を再⽣（リジェ
ネラティブ）する新たな
持続的⾷料⽣産システム
の構築と展開 

 ⾷料の不⾜・供給不安
定化 

 ⾷料⽣産に伴う環境負
荷の増⼤ 

 安定した⾷料⽣産・供給の
実現 

 地球環境の保全・再⽣ 

ソーシャル︓ 
「⾷料の安全保障と持
続可能な⾷料システム」 

②社会の持続的発展に向け
た「グリーン半導体」の創
成 

デジタル技術の活⽤拡⼤
に伴う消費電⼒量の増⼤ 

⾼性能かつ低消費電⼒の半
導体の開発を通じたデジタ
ル社会の進展と GX（グリー
ントランスフォーメーショ
ン）の両⽴ 

グリーン︓ 
「エネルギー効率」 

③「宇宙」で繋ぐ異分野連携
によるイノベーション創
出と社会課題の解決 

 気候変動 
 ⾃然災害の激甚化・頻

発化 
 ⾷料不⾜や飢餓  

 森林クレジットの活⽤拡⼤
を通じたカーボンニュート
ラル実現 

 気象予報の精度向上による
災害被害の低減 

 農作物の⽣育診断等を通じ
た安定的な⾷料⽣産の実現 

グリーン︓ 
「⽣物⾃然資源及び⼟
地利⽤に係る環境持続
型管理」 
「気候変動への適応」 

ソーシャル︓ 
「⾷料の安全保障と持
続可能な⾷料システム」 

④⿂介藻類養殖を核とした
持続可能な⽔産・海洋都
市の構築 

 海洋環境変動に伴う漁
獲量の減少・⿂種の変
化 

 養殖業に伴う環境負荷
の発⽣ 

 ⽔産業従事者の減少 

 養殖⽣産量の拡⼤とカーボ
ンニュートラルの両⽴ 

 担い⼿の育成による⽔産業
および関連産業の活性化 

グリーン︓ 
「⽣物⾃然資源及び⼟
地利⽤に係る環境持続
型管理」 

ソーシャル︓ 
「⾷料の安全保障と持
続可能な⾷料システム」 

 

 また、債券の発行に際しては文部科学省の認可を得ることが前提となる。国立大学法人法施行令第八条

第四号に示されている先端的な教育研究の用に供するための土地の取得等に該当する資金使途であるこ

とが、認可基準に含まれている。学内プロセスに加えて文部科学省の確認を経ることで、牽制の働くプロセ

スになっているといえる。 
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(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

・ 対象プロジェクトの選定にあたっては、プロジェクトを実施する自治体における環境関連法令等を遵守し、必

要に応じて環境への影響調査、周辺住民への十分な説明や労働者の適切な安全管理が実施されている

かどうか確認することを定めている。また、教育や研究活動等の実施に際しては、教職員、学生、被験者等

の個人データの管理、有害物質の管理、研究プロセスにおける廃棄物の管理等を適切に実施することとし

ている。 

・ プロジェクトに付随するリスクを特定の上、緩和・管理するプロセスが構築されているとR&Iは判断した。 

 

４. 調達資金の管理 

調達資金をグリーン/ソーシャルプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示さ

れている。調達資金の管理は適切である。 

 調達した資金は、財務会計システムを用いて追跡管理する。本フレームワークに基づく調達資金には専用

コードを設定し、他の財源とは分けて管理することとしており、適切な区分管理がなされる。 

 調達資金の充当状況を含めた財務状況全般について、月次でその状況を明らかにする書類を作成し、財

務担当理事が適宜確認する。また、年に一度監査法人による会計監査を受けることとしている。 

 未充当資金が発生する場合は、現金または現金同等物、短期金融資産などで運用する。安全性・流動性

の高い資産による管理であり、未充当資金の運用方法として適切である。 

 

５. レポーティング 

開示のタイミング、方法、開示事項が示されている。グリーンプロジェクトの環境改善効果に係る指標・ソーシャ

ルプロジェクトの社会的効果に係る指標は、環境面での目標・社会的な目標に整合している。レポーティングは適

切である。 

(1) 開示の概要 

・ 調達資金が適格プロジェクトに全額充当されるまでの間、充当状況を年次でウェブサイトまたは統合報告書

等にて開示する。社会的効果・環境改善効果については、本フレームワークに基づき発行する債券の残高

がある限り、年次でウェブサイトまたは統合報告書等で実務上可能な範囲で開示する。 

＜資金充当レポーティング＞ 

・充当したプロジェクトの概要 

・各プロジェクトにおける充当金額 

・未充当額 

＜インパクトレポーティング＞ 

適格プロジェクトによって期待される社会的効果・環境改善効果について、次項の内容を実務上可能な範囲

で開示する。 
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(2) 社会的効果・環境改善効果に係る指標 

・ プロジェクトの社会的効果・環境改善効果の開示に関しては以下の内容を予定しており、社会的な目標・環

境面での目標に整合している。 

■ソーシャルプロジェクト 

事業区分 
レポーティング項目 

アウトプット アウトカム インパクト 

必要不可欠なサービス

へのアクセス（教育） 

 対象となるプロジェクト

に お い て 取 得 し た 土

地、設置・整備した施

設や設備の概要等 

 ソーシャルプロジェクトに

関与する研究者数及

び学生数等 

 ソーシャルプロジェクトに

係る学術論文数 

 教育・研究を通じた社会

的成果の事例 

「持続可能な Well-

being 社会」の実現 

 

■グリーンプロジェクト 

事業区分 レポーティング項目 

再生可能エネルギー 

エネルギー効率 

グリーンビルディング 

 発電設備における発電容量 

 評価・認証等の取得状況 

 CO2 排出削減量 

 

■ブループロジェクト 

グリーン事業区分 ブループロジェクト レポーティング項目 

生物自然資源及び

土地利用に係る環境

持続型管理 

持続可能な海洋 

バリューチェーン 

 施設や設備、機材の整備概要 

 北海道大学における研究概要及び成果 

 研究論文数 

 

 

以 上 
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